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令和７年３月２８日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第２８号 

大和市敬老祝品の支給に関する規則の一部を改正する規則 

大和市敬老祝品の支給に関する規則（昭和５２年大和市規則第３２号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１号中「９０歳、９５歳、９９歳又は１００歳以上」を「９９歳、１０２歳又は１０５

歳」に改める。 

第５条の見出しを「（委任）」に改める。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


